
別 紙 
介護予防・日常生活支援総合事業 報酬（令和６年４月１日～） 

 

訪問型サービス 

 従前相当・介護支援型 緩和型・生活支援型 

基本報酬 厚生労働大臣が定める基準に準ずる 210単位／回 

加 算 厚生労働大臣が定める基準に準ずる 牧之原市（特定）処遇改善加算 

 

 

通所型サービス（緩和型） 

 １日デイ（一体型） １日デイ（単独型） 半日デイ 

週１回程度 週２回程度 週１回程度 週２回程度 運動（一体型） 運動（単独型） 生活型 

基 本 報 酬 1,638単位／月 3,301単位／月 1,638単位／月 3,301単位／月 330単位／回 352単位／回 281単位／回 

送 迎 減 算 30単位／回 30単位／回 30単位／回 30単位／回 30単位／回 30単位／回  

入 浴 加 算 40単位／回 40単位／回 40単位／回 40単位／回    

その他加算 
牧之原市（特定）処遇改善加算 

  従前相当サービスに準ずる    

※送迎減算は、週１回程度は最高８回、週２回程度は最高 16回まで。 

※入浴加算は、月の上限を設けない（週１回程度の場合、５回目の算定可能）。 

 

 

介護予防ケアマネジメント  ※地域包括支援センターからの委託により、実施して頂く業務です。 

 ケアマネジメントＡ ケアマネジメントＢ ケアマネジメントＣ 

【指定】介護予防支援事業所 472単位／月 

303単位／月 150単位／月 【委託】居宅介護支援事業所 457単位／月 

【直営】地域包括支援センター 442単位／月 

 

※訪問型サービス・通所型サービスにおいては、 

同一建物減算あり。 


